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第９章 河川管理の現状 

９－１ 河川管理区間 

９－１－１ 管理区間 

 六角川は、幹川流路延長47㎞の一級河川であり、本川の河口より31.7 ㎞区間と、牛津

川 23.9km、武雄川1.6kmの合計57.2 ㎞を国が管理している。 

 

図 9-1  六角川水系の大臣管理区間 

 

表 9－1  六角川水系の大臣管理区間 

河川名 上流端 下流端 
区間延長

（㎞） 

六角川
左岸：佐賀県武雄市橘町大字永島字潮見 17488番地先 

右岸：佐賀県武雄市橘町大字永島字北上野 5056番地先 
海に至る 31.7 

牛津川
左岸：佐賀県多久市多久町字涼木 4560番地先 

右岸：佐賀県多久市多久町字犬殺 4304番地先 

六角川への

合流点 
23.9 

武雄川
左岸：佐賀県武雄市武雄町大字永島字戸井渡 12912番の 1地先 

右岸：佐賀県武雄市武雄町大字永島字牛飼 13482番の 1地先 

六角川への

合流点 
1.6 

計 本川・支川大臣管理区間延長  57.2 

9
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９－１－２ 河川区域 
 大臣管理区間の河川区域面積は、合計 1019.9haであり、そのうち官有地は99.5％を占 

め、民有地は 0.5％が使用されている。 

 内訳は、低水敷が約48.3％、堤防敷が 33.9％、高水敷が約 17.8％となっている。 

 

表 9－2       大臣管理区間内の管理区域面積 （単位：ha） 

低水敷（１号地） 堤防敷（２号地） 高水敷（３号地） 計 
六角川水系

官有地 民有地 官有地 民有地 官有地 民有地 官有地 民有地 

面積（ha） 492.6 0 344.6 1.6 177.2 3.9 1014.4 5.5 

比率（％） 100 0 99.5 0.5 97.8 2.2 99.5 0.5 

（出典：河川区域内面積区分内訳表(H3.3 , 武雄河川事務所)） 

 

９－２ 河川管理施設 

 六角川は、堤防の整備率が約 8 割と比較的高いが、軟弱地盤上の堤防でもあることから、

堤防の安全性を確保するための質的強化が必要である。 

 また、水門、樋門等の河川管理施設は老朽化の進んだ施設が多いため、堤防も含めた河川

管理施設に対して、定期的な巡視・点検を実施し、必要に応じて維持修繕、応急対策等の維

持管理を行っている。 

 

表 9－3       大臣管理区間内堤防整備状況 

堤防延長（㎞） 大臣管理区間

延長 

（㎞） 

施行令２条７号 

指定区間 

（㎞） 完成堤防 暫定堤防
暫々定 

堤防 

堤防 

不要区間 
合計 

57.2 0.0 
（79.6） 

83.5 

（16.5） 

17.3 

（3.9） 

4.1 

（－） 

2.7 
107.6 

注 1）延長は大臣管理区間（ダム管理区間を除く）の左右岸の計である。 

注 2）（ ）書は、堤防必要区間（104.9km）に対する比率（％）である。 

(出典：直轄河川施設現況調書（H18.3末現在、武雄河川事務所）) 

 

表 9－4    大臣管理区間の主要な河川管理施設の整備状況 

堰 床止め 排水機場 樋門樋管 陸閘門 水門 合計 

1 0 16 168 0 14 199 

(H20.3 ,武雄河川事務所） 
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９－３ 水防体制 

９－３－１ 河川情報の概要 

 六角川では、流域内にテレメータ雨量観測所 8箇所、テレメータ水位観測所11箇所を設

置し、迅速に情報を収集するとともに、光ファイバー、無線等により迅速に情報収集する

とともに、これらのデータを用いて河川の水位予測等を行い、流域住民の防災活動等に活

用している。 

 また、常に河川の状況等を把握するための CCTV カメラを設置（30 箇所）し、事務所ホ

ームページで閲覧可能にするとともに、画像情報を関係自治体や民間放送局へリアルタイ

ムで配信を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、地域住民の洪水被害等の予防、迅速な避難等に活用することを目的として、NHK 

及び民放へ CCTV 画像情報の提供を行っている。これにより、災害時には地域住民がよ

り的確に避難行動を行うことが可能となった。 

＜画像提供状況＞ 

・ STS：平成 17年 12月に協定締結 

図 9-2  六角川流域水文観測所位置図 
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９－３－２ 水防警報の概要 

 六角川では、洪水による災害が起こる恐れがある場合に、各水位観測所の水位に応じ水

防管理者に対し、河川の巡視や災害の発生防止のための水防活動が迅速かつ、的確に行わ

れるよう水防警報を発令している。 

 

表 9－5         水防警報対象観測所 

観測所名 
はん濫危険水位 

（ｍ） 

はん濫注意水位 

（ｍ） 

水防団待機水位 

（ｍ） 
摘要 

潮見橋 3.1m 2.5m 1.5m 六角川 

妙見橋 4.8m 3.5m 2.3m 牛津川 

住ノ江橋 

（高潮） 
7.1m 6.5m ―  

 

 

９－３－３ 洪水予報 

 六角川は、平成8年 3月より水防法第 10条及び気象業務法第14条に基づき洪水予報指

定河川となり、佐賀気象台と共同で洪水予報の発表を行い、流域への適切な情報提供を実

施している。 

 

表 9－6       六角川水系洪水予報実施区域 

水系名 河川名 実施区間 洪水予報基準地点

六角川 

左岸：佐賀県武雄市橘町大字永島字潮見 17488番地先 

から海まで 

右岸：佐賀県武雄市橘町大字永島字北上野 5056番地先 

から海まで 

武雄川 

左岸：佐賀県武雄市武雄町大字永島字戸井渡 12912番 

の 1地先から六角川への合流地点まで 

右岸：佐賀県武雄市武雄町大字永島字牛飼 13482番の 1 

地先から六角川への合流地点まで 

潮見橋 

六角川 

牛津川 

左岸：佐賀県多久市多久町字涼木 4560番地先から 

六角川への合流地点まで 

右岸：佐賀県多久市多久町字犬殺 4304番地先から 

六角川への合流地点まで 

妙見橋 
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９－４ 危機管理の取り組み 

９－４－１ 水防関係団体との連携 

 「水防法及び気象業務法の趣旨に基づき、六角川流域における水災を防止し又は軽減す

るため、また円滑な洪水予報業務に資するため、水防並びに洪水予報に関する関係官公庁

及び諸団体間の連絡及び調整の円滑化を図り、もって公共の安全に寄与すること」を目標

とし、六角川流域の県、市町、警察、自衛隊、消防等及び、武雄河川事務所によって構成

される「六角川水防・洪水予報連絡会」を開催している。また、適宜、水防関係団体との

水防訓練・情報伝達訓練、重要水防箇所の巡視・点検を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９－４－２ 水質事故防止の実施 

 六角川における近年の水質事故の発生状況は、表 9-7のとおりである。漏油等により河

川へ流出する水質事故がしばしば発生している。 

 

表 9-7  六角川の水質事故の発生状況（近年 5ヶ年） 

発 生 年 発生件数 

平成 15年度 6 

平成 16年度 13 

平成 17年度 3 

平成 18年度 11 

平成 19年度 15 

 

 六角川では、水系内での水質事故等に関する関係機関の連絡調整を図ることを目的に、

平成 3年 2月に「六角川水系等水質保全対策協議会」を設置して、水質の監視や水質事故

発生防止に努めている。協議会は、国、県、流域市町で構成され、水質汚濁に関する情報

の連絡、調整及び水質汚濁防止のための啓発活動を行っている。 

写真 9-1  水防演習 
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９－４－３ 洪水危機管理の取り組み 

 六角川では、流域関係市町により、洪水の被害軽減と住民の水害に対する意識高揚を目

的とした洪水ハザードマップの作成・公表が順次行われており、また、洪水時などの住民

の避難活動や防災活動等に役立つ基礎情報として、国土交通省及び佐賀県によりインター

ネットや携帯電話を使った雨量・水位等の河川情報の提供も行っている。 

 さらに、情報提供などソフト対策の充実を図り、住民による避難行動などの自助、地域

の水防活動などの共助、行政による情報提供の公助の連携をより一層推進すべく「佐賀平

野大規模浸水危機管理計画」等の新たな危機管理プランを作成し、地域と連携しながら災

害に強いまちづくりの実現を目指している。 

 

 

（１）洪水ハザードマップの作成 

 平成16年 12月に、六角川水系に関する浸水想定区域の指定・公表を行っている。これ

を受けて、六角川流域関係市町におけるハザードマップ作成の基盤が形成され、さらに、

佐賀県及び各市町において、ハザードマップの作成・普及等を行い、水防計画、避難計画

の策定支援等について各関係機関や地域住民と連携して推進している。 

 

図 9-3   六角川浸水想定区域図 
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（２）新たな危機管理対策プラン 

 平成 16 年 12 月に六角川水系浸水想定区域を公表したことを契機とし、「新たな危機管

理対策プラン」を作成した。 

 

① 防災情報の活用 

 防災情報提供システムＳＡＴＲＩＳ（サトリス）や携帯等により、水防警報や洪水予

報等水防活動や避難に資するリアルタイムの情報提供を行っている。 

＜ＳＡＴＲＩＳ（サトリス）＞ 

 武雄河川事務所ホームページにある住民の避難活動及び行政や水防団の防災活動に

役立つ平成 16 年 6 月に運用開始した嘉瀬川・六角川・松浦川の分かりやすい水位・

雨量情報、カメラ映像情報を提供する川の防災情報システム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 防災まちづくり 

 危機管理の観点を普段のまちづくりや地域コミュニティの中へ組み込み、洪水ハザー

ドマップや各種マップを活用した「マイ防災マップ」を地域住民で作製することで、地

域住民一人ひとりの防災意識を高め、自助・共助・公助を基礎とした地域防災力の向上

を図っている。 

 六角川流域の武雄市、多久市、旧北方町の５つの地区においては、「マイ防災マップ」

作製を含んだ防災まちづくり検討会を実施し、災害に強いまちづくりの実現に向け活動

を行っている。 

図 9-4   SATRIS 画像 
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＜マイ防災マップ＞ 

浸水想定区域図や洪水ハザードマップをベ

ースに地域固有の情報を追加し、地域の防

災に関する情報を記載した地図。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 佐賀平野大規模浸水危機管理計画 

 低平地である佐賀平野は洪水や高潮により過去に大規模な浸水被害が生じている。ま

た、近年の気候変動により大規模浸水のリスクがより高まっている。そのため、大規模

浸水時の被害最小化について検討する佐賀平野大規模浸水危機管理対策検討会を平成

18 年 12 月 19 日に発足し、各関係機関等が連携して取り組むべき危機管理対策のあり

方について検討を行ない、情報収集・伝達、広域支援・緊急輸送路、連携強化の 3本柱

18 項目で構成される佐賀平野大規模浸水危機管理計画を平成 19年 5月 30 日に策定し

た。現在は計画の施策推進、連携強化を目的とした実務者連絡会を発足し、計画の実行

に向け活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-5 マイ防災マップ 

写真9-2 防災まちづくり検討会 

図 9-6 パンフレット 

（佐賀平野大規模 

浸水危機管理計画） 
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図 9-7  佐賀平野大規模浸水危機管理計画の概要 

 

 

 

 

 

 




